
（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 
 
審査基準（申請に対する処分関係） 
 

資料番号 36 担当課 建築住宅課 

法令名 租税特別措置法 根拠条項 
第 28 条の４第

３項第６号 

許認可等

の内容 

住宅の新築が優良な住宅の供

給に寄与するものであること

についての認定 

（土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例） 
第二十八条の四 個人が、他の者から取得をした土地（国内にあるものに限る。以下この条にお

いて同じ。）又は土地の上に存する権利（以下この条において「土地等」という。）で事業所得
又は雑所得の基因となるもののうち、その年一月一日において所有期間が五年以下であるもの

（その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。）の譲渡（地上権又は賃借権の設定
その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの（次項及び第三項第

一号において「賃借権の設定等」という。）及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報

酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以
下この条において「土地の譲渡等」という。）をした場合には、当該土地の譲渡等による事業所

得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にか
かわらず、他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得

の金額として政令で定めるところにより計算した金額（以下この条において「土地等に係る事

業所得等の金額」という。）に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税
を課する。 

 一・二省略 
２ 省略 
３ 第一項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところに

より証明がされたものについては、適用しない。 
 一～五 省略 
 六 個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅

（その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところによ

り都道府県知事の認定を受けたものに限る。）の敷地の用に供された一団の宅地（その面積が

千平方メートル以上のものに限る。）の全部又は一部の当該個人による譲渡で、第四号イ及び
ハに掲げる要件に該当するもの（前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。） 

 七・八 省略 
４～６ 省略 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


